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ゴ
ー
ル
デ
ン
ウ
ィ
ー
ク
は
ウ
ォ
ー
タ
ー
ラ
ン
ド
南
条
で
お
楽
し
み
く
だ
さ
い
☆ 

◆
プ
ー
ル（
中
学
生
以
下
）を
無
料
開
放
☆

　
５
月
３
日
か
ら
５
日
ま
で
の
３
日
間
、
お
子
様（
中
学
生
以
下
）の
入
館
料
が
無
料
で
す
！ 

○
ゲ
ー
ム
に
参
加
さ
れ
た
お
子
様
に
は
、
粗
品
を
プ
レ
ゼ
ン
ト
し
ま
す
。

　（
一
部
有
料
の
ゲ
ー
ム
有
）

○ 
期
間
中
は
、
25
ｍ
プ
ー
ル
自
由
コ
ー
ス
を
拡
張
し
て
、
遊
具
も
一
部
無
料
貸
し
出
し
し
ま
す
。

○ 

ジ
ュ
ニ
ア
教
室（
ス
イ
ミ
ン
グ
・
ダ
ン
ス
・
陸
上
）の
紹
介
コ
ー
ナ
ー
を
設
置
し
ま
す
。

　
20
歳
以
上
の
方
は
、
国
民
年
金

保
険
料
の
納
付
が
義
務
付
け
ら
れ

て
い
ま
す
が
、
学
生
の
方
は
、
ご

本
人
の
所
得
が
一
定
額
以
下
の
場

合
、
国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
が

猶
予
さ
れ
る「
学
生
納
付
特
例
制

度
」
が
あ
り
ま
す
。
対
象
と
な
る

方
は
、
大
学（
大
学
院
）、
短
期

大
学
、
高
等
学
校
、
高
等
専
門
学

校
、
専
修
学
校
お
よ
び
各
種
学
校

（
修
業
年
限
1
年
以
上
で
あ
る
課

程
）
に
在
学
す
る
学
生
等
で
、
ご

本
人
の
前
年
所
得
が
次
の
計
算
式

で
計
算
し
た
金
額
以
下
で
あ
る
こ

と
が
条
件
で
す
。

〈
所
得
の
め
や
す
〉

１
１
８
万
円
＋

（
扶
養
親
族
等
の
数
×
38
万
円
）

　
学
生
納
付
特
例
の
承
認
期
間
は

4
月
か
ら
翌
年
3
月
ま
で
と
な
り

ま
す
が
、
承
認
を
受
け
た
次
の
年

度
も
在
学
予
定
で
あ
る
場
合
、
再

申
請
の
用
紙
が
送
ら
れ
て
き
ま
す

の
で
、
引
続
き
学
生
納
付
特
例
制

度
を
ご
希
望
の
場
合
は
、
必
要
事

項
を
記
入
の
上
ご
返
送
く
だ
さ
い
。

■問合せ  武生年金事務所 ℡23－1124
　　　　  町民税務課 ☎47－8015

国
民
年
金
保
険
料

学
生
納
付
特
例
制
度
の

ご
案
内

  

５
月
営
業
日
の
お
知
ら
せ 

　
５
月
か
ら
９
月
ま
で
休
ま
ず
に
営
業
い
た
し

ま
す（
休
館
日
な
し
）。

営
業
日

営
業
時
間

月

13
時
～
21
時

火
～
金

10
時
～
21
時

土
・
日

10
時
～
18
時

ゴ
ー
ル
デ
ン
ウ
ィ
ー
ク

（
4
月
29
日
～
5
月
5
日
）

◆�

ジ
ュ
ニ
ア
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
春
季
大
会
出
場
！

　
東
京
で
開
催
さ

れ
た
ジ
ュ
ニ
ア
オ

リ
ン
ピ
ッ
ク
に
、

選
手
コ
ー
ス
所
属

の
子
ど
も
達
が
出

場
し
、
力
一
杯
が

ん
ば
り
ま
し
た
。

　
ウ
ォ
ー
タ
ー
ラ

ン
ド
南
条
は
こ
れ

か
ら
も
、
頑
張
っ

て
い
る
ジ
ュ
ニ
ア
を
応
援
し
て
い
き
ま
す
。

写真左から
景山靖教さん（西大道）
谷口柊弥さん（下牧谷）
井上輝星さん（上別所）

◆�

選
手
コ
ー
ス
の
み
ん
な
が
、
美
化
活
動
に

　頑
張
っ
て
い
ま
す
！

　
い
つ
も
活
動
し
て
い

る
施
設
の
周
辺
を
、
日

頃
の
感
謝
を
込
め
て
清

掃
活
動
を
行
っ
て
い
ま

す
。
地
域
の
み
な
さ
ん
、

見
か
け
た
ら
是
非
励
ま

し
の
声
を
か
け
て
く
だ

さ
い
。

５
月
12
日
は
「
民
生
委
員
・
児
童
委
員
の
日
」
で
す

～
広
げ
よ
う
　地
域
に
根
ざ
し
た
　思
い
や
り
～
　
　
　

民
生
委
員
・
児
童
委
員
の
役
割
・
活
動
　
民
生
委
員
・
児
童
委
員
は
、
常

に
住
民
の
立
場
に
た
っ
て
、
安
心
で
暮
ら
し
や
す
い
地
域
社
会
を
つ
く

る
た
め
に
活
動
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
委
員
が
担
当
す
る
地
域
の

中
で
、
生
活
上
の
心
配
ご
と
の
相
談
や
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る

た
め
の
お
手
伝
い
の
ほ
か
、
児
童
虐
待
の
防
止
や
不
登
校
・
ひ
き
こ
も

り
と
い
っ
た
課
題
に
も
積
極
的
に
対
応
し
て
い
ま
す
。

　
民
生
委
員
は
民
生
委
員
法
に
よ
り
住
民
の
中
か
ら
選
ば
れ
、
厚
生
労

働
大
臣
が
委
嘱
し
ま
す
。

　
ま
た
、
児
童
委
員
は
、
児
童
福
祉
法
に
よ
っ
て
民
生
委
員
が
兼
ね
て

お
り
、
児
童
福
祉
問
題
を
専
門
に
担
当
す
る
主
任
児
童
委
員
も
い
ま
す
。

◆
町
内
に
は
現
在
51
名
の
民
生
委
員
・
児
童
委
員
が
活
動
し
て
い
ま
す
。

生
活
福
祉
の
ご
心
配
ご
と
な
ど
は
、
お
近
く
の
民
生
委
員
・
児
童
委
員
に

お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。


